
令和三年度 福井県 原⼦⼒総合防災訓練
（福井・滋賀・岐阜 ３県合同実施）

の実施結果について

令和3年 月 日
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１．訓練の位置付け及び目的 ※昨年度福井県訓練はコロナ禍のため、規模を縮⼩のうえ実施。
【災害対策基本法第４８条に基づく地方公共団体が主催する訓練】

①美浜地域の広域避難計画(緊急時対応)に基づく広域避難等の実効性の確認
②コロナ禍における避難所運営など要員の習熟度の向上

２．実施時期
令和3年１０月２９日(⾦)、３０日(土)

３．訓練の対象となる原⼦⼒事業所
美浜発電所 ３号機

４．参加機関等
福井県、滋賀県、岐阜県、内閣府、福井県内関係市町、
消防、警察、自衛隊、事業者等（約120機関）
参加住⺠は約5,000⼈（住⺠避難約300⼈、屋内退避4,700⼈）

５．訓練内容
美浜発電所が地震により外部電源喪失。その後、３号機において全面緊急事態まで進展し、放射性物質が放出することを想定し、
以下の訓練を実施。（⻘字は当社協⼒事項の予定）

◆１日目（本部運営訓練のみ）
（１）原⼦⼒災害対策本部（福井県内自治体TV会議）

OFC現地災害対策本部（滋賀・岐阜県も参加）運営訓練
（２）発電所実動訓練

①北陸電⼒からの⾼圧電源⾞搬送・接続訓練 ②空冷Ｄ／Ｇ起動訓練 ③⼤容量ポンプ接続訓練
◆２日目（OFC本部運営訓練、実動避難訓練）

（１）OFC現地災害対策本部運営訓練
（２）住⺠避難・屋内退避訓練(福祉⾞両による避難、越前市の外国⼈の避難など）
（３）実動機関の輸送⼿段による住⺠避難訓練
（４）スクリーニング・除染訓練

＊１︓ＰＡＺ（予防的防護措置を準備する区域︓概ね５km圏内）（Precautionary Action Zone）
＊２︓ＵＰＺ（緊急時防護措置を準備する区域︓概ね5〜30km圏内）（Urgent Protective action planning Zone）訓練概要

高島市

PAZ

福井県

美浜町、敦賀市 828
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UPZ

美浜町、若狭町、小浜市、
敦賀市、南越前町、
越前市、越前町

225,291

滋賀県 長浜市、高島市 51,492

岐阜県 揖斐川町 47
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原⼦⼒災害時の当社の体制

◇ 設置場所︓ 原⼦⼒事業本部
◇ 体制︓社⻑、原⼦⼒事業本部⻑、副事業本部⻑以下

◇設置場所︓発電所緊急時対策所
◇体制︓発電所⻑以下

支
援

◇美浜整備センター
現地支援拠点

美浜原⼦⼒
緊急事態支援センター

支
援

要
請

搬
送

発電所原⼦⼒緊急時対策本部

本店原⼦⼒緊急時対策本部

メーカ、協⼒会社、
ゼネコン等

●発電所への資機材調達、輸送等の支
援拠点

他原⼦⼒事業者

支
援

関係自治体等

オフサイトセンター

●⻄日本5社間での協⼒協定
●若狭地域３社間での協⼒協定

●事故進展予測（INSS）
●プラント設計（三菱など）
●建物設計（ゼネコン）

●ロボット、重機等の提供
●オペレーター派遣 など

要員派遣

要員派遣

●事故情報収集と社内外への連絡
●事故制圧の技術的支援
●ＥＲＣ、自治体対応
●報道対応
●現地支援拠点の運営
●住⺠避難の支援

美浜
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今回実施した防災訓練結果（1/2）

項目 美浜発電所

実施日 令和３年１０月２９日（⾦）・３０日（⼟）

訓練目的 ［発電所］プラント設備状態の把握や、事故対応手順の確認及び情報共有等により、確実な事故制圧ができることを確認する。
［本 店］発電所原⼦⼒緊急時対策本部等と連携し、的確な発電所支援が⾏えることを確認する。

訓練項目
①保安規定に定められた人数で事故の制圧ができること。
②トップを含めた要員の迅速な参集による体制の確⽴ができること。
③発電所への的確な技術支援が⾏えること。

実施体制

美浜発電所、原⼦⼒事業本部、本店等、約400名が参加
○発電所 ︓約100名
○本店 ︓約150名
○その他（OFC等）︓約150名

シナリオ 3号機において、外部電源が喪失後、原⼦炉冷却材の漏えいや電源設備等の故障により⾮常⽤炉⼼冷却装置による原⼦炉への注⽔
が不能となり、炉⼼損傷となる全⾯緊急事態を想定。

結果

●本店、美浜発電所及びオフサイトセンターに対策本部を設置し、緊急事態応急対策を指揮するとともに、ＴＶ会議システムを活⽤し、
本店対策本部、発電所対策本部及びオフサイトセンター等との間で適切に情報共有を⾏うことができた。
●施設敷地緊急事態該当事象及び全⾯緊急事態該当事象の発生に伴い、重大事故等対処設備を活⽤し事故拡大防止措置の対
応を⾏うとともにオフサイト活動として避難等実施訓練の移動支援・検査支援など上記項目が適切に実施できることを確認した。
●発電所からの電源⾞等の支援要請に対して、社内外からの支援を検討することにより、電源⾞等の技術支援を⾏うことができた。
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項目 美浜発電所

主要な課題

対応方向性

○2020年度末に整備が完了したアタッチメントを使⽤し、北陸電⼒の電源⾞を活⽤した接続訓練において当社と北陸電⼒との役割分担
及び作業手順も整備できていない部分があった。

⇒ 他事業者との役割分担を明確化した事業者間共通の手順書を整備する。

今後、以上の課題事項も含め、今回の訓練に関する詳細な検証と改善を⾏い、取りまとめ次第、速やかに改善を図ることにより、より実効
性のある事故制圧体制を構築していく。

中⻑期計画

今後、防災能⼒向上への取り組みとして、他事業者との訓練交流を深め、防災訓練へ相互参加し、連携の強化を図ることにより、更なる
防災能⼒向上を図る。
（参考）2021年度に、相互技術評価（日本原電、九州電⼒、北海道電⼒、北陸電⼒との計2回）を実施済（2021.11時点）

なお、今回美浜発電所の訓練において、他事業者の⾼圧電源⾞を使⽤した接続訓練を実施した。

美浜発電所（10/29）
事故収束訓練（北陸電⼒⾼圧電源⾞）

原⼦⼒事業本部(10/29）
緊急時対策室

今回実施した防災訓練結果（2/2）


